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告 示■

◎群馬県告示第１３２号

計量法（平成４年法律第５１号）第１９条第１項に規定する特定計量器の定期検査を次のとおり実施する。

令和２年４月２４日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 定期検査を行う区域 吾妻郡

２ 定期検査の対象となる特定計量器 非自動はかり（計量法施行令（平成５年政令第３２９号）第５条第１号又

は第２号に掲げるものを除く。）、分銅及びおもり

３ 日時及び場所

実 施 期 日 実 施 時 間 実 施 場 所

令和２年６月３日 午前１０時～午後３時 嬬恋村役場

令和２年６月４日 午前１０時～午後３時 草津町総合保健福祉センター

令和２年６月８日 午前１０時～正午 東吾妻町東支所

令和２年６月８日 午後１時３０分～午後３時３０分 東吾妻町坂上公民館

令和２年６月９日 午前１０時～午後３時 東吾妻町役場（旧岩櫃ふれあいの郷）

令和２年６月１１日 午前１０時～正午 長野原町北軽井沢住民センター

令和２年６月１１日 午後１時３０分～午後３時３０分 長野原町役場（新庁舎）

令和２年６月１５日 午前１０時～正午 高山村いぶき会館

令和２年６月１５日 午後１時～午後３時 あがつま農業協同組合中部営農経済センター

令和２年６月１６日 午前１０時～午後３時 中之条町六合支所

令和２年６月１８日 午前１０時～午後３時 あがつま農業協同組合沢田集荷場

令和２年６月１９日 午前１０時～午前１１時３０分 四万温泉協会

令和２年６月１９日 午後１時～午後３時３０分 中之条町役場

令和２年６月２２日 午前１０時～午後３時 中之条町役場

なお、計量法第２１条第３項に規定する者その他表に定める実施期日に受検できなかった者の特定計量器の定

期検査は、別に指定する期日及び場所で行う。

４ 定期検査を行う指定定期検査機関の名称 一般社団法人群馬県計量協会

◎群馬県告示第１３３号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県藤岡土木事務所において
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一般の縦覧に供する。

令和２年４月２４日

群馬県知事 山 本 一 太

道路の
路線名 区 間

変更の 敷地の幅員 延 長
種 類 前後別 メートル メートル

県道 寺尾藤岡線 高崎市山名町字南８７４番の３地先か 前 ６．８～３４．６ ３０６８．８
ら藤岡市上栗須字寺東１４２番の１地 ２０．５～１８１． ２１７．５
先まで ２

後 ６．８～３４．６ ３０６８．８
２０．５～１８１． ４９４．７
２

◎群馬県告示第１３４号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県伊勢崎土木事務所におい

て一般の縦覧に供する。

令和２年４月２４日

群馬県知事 山 本 一 太

道路の
路線名 区 間

変更の 敷地の幅員 延 長
種 類 前後別 メートル メートル

県道 駒形柴町線 伊勢崎市宮古町１３８番地先から同市 前 １０．８～２６．７ ７３０．２
田中島町１０６３番の４地先まで

後 １０．８～２６．７ ７３０．２

◎群馬県告示第１３５号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県桐生土木事務所において

一般の縦覧に供する。

令和２年４月２４日

群馬県知事 山 本 一 太

道路の
路線名 区 間

変更の 敷地の幅員 延 長
種 類 前後別 メートル メートル

県道 沢入桐生線 桐生市梅田町三丁目字入リ山４３６番 前 ３．８～５．６ １１２．０
の４地先から同市同字鷹ノ巣４３８番
の３地先まで 後 ４．５～１４．６ １１６．０
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公 告■

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第３項の規定による特定非営利活動法人の定款の変更

に係る認証の申請があったので、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定により、次のとおり公告

する。

なお、同項の規定により、申請のあった日から１月間、申請に係る変更後の定款を群馬県生活こども部県民活動

支援・広聴課において縦覧に供する。

令和２年４月２４日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 申請のあった年月日 令和２年４月１０日

２ 特定非営利活動法人の名称 特定非営利活動法人総合格闘技道場武門會

３ 代表者の氏名 加藤唯史

４ 主たる事務所の所在地 伊勢崎市境伊与久３１１６番地２

５ 定款に記載された目的 この法人は、不特定多数の者を対象として会員を募り、世界に誇れる伝統芸であり無

形文化財である日本武術の業と心の修得の場を提供し、後世の人々の財産として日本武術の業と心の保存につと

め、国際社会に広く普及すること、及び総合武術を誰でも気軽に楽しめる身近なスポーツとして普及すること等

に関する事業を行い、地域の生涯スポーツの発展ならびにスポーツによる地域の活性化及び青少年の健全な心身

の育成に寄与することを目的とする。

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第１項の規定により、保安林の指定を解除する予定について、

その森林の所有者及びその森林に関し登記した権利を有する者に通知をしたところ、次の者の所在が不分明なため、

同法第１８９条の規定により、通知の内容を伊勢崎市役所に掲示したので、その要旨を次のとおり公告する。

令和２年４月２４日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 解除予定保安林の所在場所及び登記済みの権利者

解除予定保安林の所在場所 登記済みの権利者 備考

伊勢崎市赤堀鹿島町７０１の２ 高柳貞治 共有林

同 津久井健一 同

同 鈴木健一 同

同 吉田多利 同

同 小林佑由 同

同 滝原福太郎 同

同 櫻井利秋 同
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２ 指定の目的 風害の防備

３ 解除の理由 指定理由の消滅

保安林解除予定告示 令和２年４月７日群馬県告示第１１８号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により次のとおり土地改良区役員の就任及び

退任の届出があったので、同条第１８項の規定により公告する。

令和２年４月２４日

群馬県知事 山 本 一 太

理 事
土地改良区名 監 事 区 分 役 員 氏 名 住 所

の 別

南八幡堰 理 事 再 任 滝沢博昭 高崎市阿久津町９８８番地

同 同 松原文雄 同 同 １００８番地

同 同 小池秀喜 同 同 １１９９番地

同 同 飯島英敏 同 木部町１７１番地１

同 同 萩原俊一 同 同 １９６番地１

同 同 田口実 同 同 ３８７番地

同 同 依田邦江 同 根小屋町４８２番地１

同 同 武藤澄雄 同 山名町４０３番地２

同 同 鈴木良樹 同 同 ６３３番地

同 同 上原政幸 同 同 １１０７番地

同 同 阿部透 同 同 １３２７番地

同 同 石井ふく 同 同 １８９９番地

同 新 任 萩原康司 同 木部町４３５番地

同 同 木村哲嗣 同 同 ４７５番地１

同 同 平木和男 同 山名町８０３番地３

同 退 任 田口憲夫 同 木部町４３４番地１

同 同 木村恒雄 同 同 ４７８番地

同 同 木部万亀男 同 山名町８８７番地３

監 事 再 任 今井三喜雄 同 阿久津町１５１７番地
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同 同 吉田昭次 同 山名町１５７３番地１

同 新 任 塚越正幸 同 木部町４２５番地

同 退 任 笠原明 同 同 ４２２番地

嬬恋 理 事 新 任 松本幸 吾妻郡嬬恋村大字田代１０４番地１

同 退 任 滝沢俶明 同 同 大字大前１２９番地１

岡崎用水 同 再 任 今井丈夫 同 東吾妻町大字岡崎７７８番地

同 同 角田正 同 同 同 ９０６番地

同 同 高橋一美 同 同 同 １４０３番地

同 同 谷弘次 同 同 同 １５８１番地

同 同 山口正美 同 同 同 １８３８番地

同 同 角田勝祐紀 同 同 同 １９５５番地３

同 同 飯塚嘉平治 同 同 同 １９６６番地

同 新 任 唐澤康一 同 同 同 １４番地１

同 同 飯塚順一 同 同 同 ７８番地３

同 同 小渕唯志 同 同 同 １１６０番地

同 同 羽鳥博 同 同 同 １３５９番地７

同 同 谷寛 同 同 同 １５１５番地

同 退 任 平形茂民 同 同 同 １０３番地５

同 同 唐澤義一郎 同 同 同 ２７０番地１

同 同 高橋伸一 同 同 同 １１４２番地１

同 同 谷庫雄 同 同 同 １４９２番地１

同 同 山崎雄三 同 同 同 １５６９番地１５

監 事 再 任 山口正 同 同 同 １８４３番地２

同 新 任 唐沢研一 同 同 同 ３５番地１

同 同 橋爪美智男 同 同 同 ６５１番地８

同 退 任 斉藤酉一 同 同 同 ５０番地１

同 同 橋爪英夫 同 同 同 １２０９番地

八坂堰 理 事 同 髙橋一之 伊勢崎市波志江町４７２４番地３

赤城大沼用水 同 再 任 小暮和由 前橋市嶺町２４１番地３

同 同 萩原美夫 同 上細井町９２８番地３
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同 同 下田健次 同 富士見町田島７０３番地１

同 同 星野好孝 同 富士見町原之郷２０４４番地

同 同 狩野又一 同 富士見町時沢６６４番地

同 同 新井安正 同 同 ２２９４番地

同 同 須田国彦 同 富士見町小暮９２０番地

同 同 羽鳥高志 同 富士見町石井３２４番地

同 同 関口昇一 同 同 ３６６番地

同 新 任 鈴木進 同 勝沢町７９番地

同 同 横山修一 同 同 ４９０番地

同 同 大木保弘 同 富士見町小暮１２７３番地２

同 退 任 鈴木明巳 同 勝沢町１０８番地

同 同 戸塚一成 同 同 ８９２番地１

同 同 椛沢健一 同 富士見町小暮１００４番地１

監 事 再 任 青木和明 同 嶺町４１番地１

同 同 石井勤 同 富士見町小沢４１０番地２

同 新 任 高山幸夫 同 富士見町原之郷１７８０番地

同 同 岡田弘之 同 富士見町赤城山１１３８番地

同 退 任 高山茂雄 同 富士見町原之郷１１４０番地１

同 同 工藤英一 同 富士見町小暮８０７番地

沼田平 理 事 新 任 戸部博 沼田市白沢町下古語父４６９番地

大正用水 同 再 任 齋藤佐太夫 前橋市江木町９８４番地１

同 同 菊地利治 同 西大室町２１００番地３

同 同 木暮利夫 同 新井町２９６番地１

同 同 林弘藏 同 茂木町７３３番地

同 同 望月侃 同 粕川町深津５２８番地

同 同 矢内秀春 伊勢崎市波志江町２５８４番地

同 同 久保田壽一 同 香林町一丁目３２２番地１

同 同 神沢喬 同 五目牛町４３８番地２

同 同 松原宣夫 同 国定町二丁目２０７５番地２

同 新 任 中澤孝 前橋市鳥取町３１８番地
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同 同 高坂利信 同 荒子町４８７番地

同 同 飯島克也 伊勢崎市鹿島町２９７番地

同 同 萩原宏昌 同 東町２５１５番地４

同 退 任 六本木登美市 前橋市五代町３３２番地

同 同 吉田鯛造 同 泉沢町４８８番地

同 同 塩野欣也 伊勢崎市八幡町３番地

同 同 髙木宗一 同 三室町４３６１番地１

監 事 再 任 岡田清明 前橋市亀泉町５５番地

同 新 任 柿沼宗平 同 富田町１０４４番地１

同 同 吉田昌夫 伊勢崎市曲沢町６８番地１

同 退 任 高坂利信 前橋市荒子町４８７番地

同 同 根岸良治 伊勢崎市国定町一丁目乙１２０２番地

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により群馬用水土地改良区の定款の変更を令和

２年４月１０日認可したので、同条第３項の規定により公告する。

令和２年４月２４日

群馬県知事 山 本 一 太

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により南八幡堰土地改良区の定款の変更を令和

２年４月１４日認可したので、同条第３項の規定により公告する。

令和２年４月２４日

群馬県知事 山 本 一 太

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により天狗岩堰土地改良区の定款の変更を令和

２年４月１６日認可したので、同条第３項の規定により公告する。

令和２年４月２４日

群馬県知事 山 本 一 太

落 札■
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次のとおり随意契約の相手方を決定した。

令和２年４月２４日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 随意契約に係る特定役務の名称及び数量 群馬自治体情報セキュリティクラウド運用保守業務 一式

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県知事戦略部業務プロセス改革課 群馬県前橋市大

手町一丁目１番１号

３ 随意契約の相手方を決定した日 令和２年３月２７日

４ 随意契約の相手方の名称及び所在地 株式会社両毛システムズ 群馬県桐生市広沢町三丁目４０２５番地

５ 随意契約に係る契約金額 ７０，４４６，２００円

６ 契約の相手方を決定した手続 随意契約

７ 随意契約の理由 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２

号）第１１条第１項第２号該当

次のとおり落札者を決定した。

令和２年４月２４日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 落札に係る特定役務の名称及び数量 共通仮想化基盤構築運用保守業務委託 一式

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県知事戦略部業務プロセス改革課 群馬県前橋市大

手町一丁目１番１号

３ 落札者を決定した日 令和２年３月２５日

４ 落札者の名称及び所在地 株式会社ジーシーシー 群馬県前橋市上大島町９６番地

５ 落札金額 ６９，９６０，６６０円

６ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札

７ 入札公告をした日 令和２年２月１２日

次のとおり随意契約の相手方を決定した。

令和２年４月２４日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 随意契約に係る特定役務の名称及び数量 県税電算総合システム保守運用業務委託 一式

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県総務部税務課 群馬県前橋市大手町一丁目１番１

号

３ 随意契約の相手方を決定した日 令和２年４月１日

４ 随意契約の相手方の名称及び所在地 株式会社ジーシーシー 群馬県前橋市上大島町９６番地

５ 随意契約に係る契約金額 ８５１，０６８，１９２円

６ 契約の相手方を決定した手続 随意契約

７ 随意契約の理由 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２
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号）第１１条第１項第２号該当

次のとおり随意契約の相手方を決定した。

令和２年４月２４日

群馬県知事 山 本 一 太

１ 随意契約に係る特定役務の名称及び数量 住民基本台帳ネットワークシステムにおける都道府県ネットワーク

の監視及び保守に関する業務 一式

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県総務部市町村課 群馬県前橋市大手町一丁目１番

１号

３ 随意契約の相手方を決定した日 令和２年４月１日

４ 随意契約の相手方の名称及び所在地 地方公共団体情報システム機構 東京都千代田区一番町２５番地

５ 随意契約に係る契約金額 ５４，１１２，７５３円

６ 契約の相手方を決定した手続 随意契約

７ 随意契約の理由 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第３７２

号）第１１条第１項第１号該当

毎週火､金曜日発行

発 行 群 馬 県
群馬県前橋市大手町一丁目１番１号
電話 027-223-1111

令和２年４月２４日（金） 群 馬 県 報 第９７９４号


	　目　　次
	　告　　示
	　公　　告
	　落　　札

